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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンの動力をロックアップクラッチ付トルクコンバータを介してトランスミッショ
ンに伝達する建設機械のトランスミッション潤滑油量を制御する潤滑油量制御装置であっ
て、
　ロックアップクラッチが連結状態か否かを判断するクラッチ状態判断手段と、
　トランスミッションへの潤滑油供給量が予め設定された供給量に不足しているか否かを
検出する潤滑油量検出手段と、
　ロックアップクラッチが連結状態で、かつ前記潤滑油供給量が予め設定された供給量に
不足している場合は、ロックアップクラッチを非連結状態にするロックアップクラッチ制
御手段と、
を備え、
　前記潤滑油量検出手段は、
　エンジン回転数を検出する回転数検出手段と、
　エンジン回転数が所定の限界回転数以下の状態が所定時間続いたか否かを判断する限界
回転時間計測手段と、
を有し、
　前記限界回転時間計測手段は、
　トランスミッションにおいて選択されている変速段を検出する変速段検出手段と、
　各変速段に対応して設定された限界回転数を記憶する限界回転数記憶手段と、
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を有し、
　前記所定の限界回転数はトランスミッションの選択されている変速段に対応する限界回
転数であり、
　前記ロックアップクラッチ制御手段は、前記限界回転数が所定時間続いた場合に潤滑油
供給量が不足していると判断してロックアップクラッチを非連結状態にする、
建設機械の潤滑油量制御装置。
【請求項２】
　前記潤滑油量検出手段は、エンジン回転数が前記限界回転数以下の状態が検出された後
で前記所定時間経過までに前記限界回転数を超えた場合に計測時間をリセットするタイマ
リセット手段をさらに有する、請求項１に記載の建設機械の潤滑油量制御装置。
【請求項３】
　エンジンの動力をロックアップクラッチ付トルクコンバータを介してトランスミッショ
ンに伝達する建設機械のトランスミッション潤滑油量を制御する潤滑油量制御装置であっ
て、
　ロックアップクラッチが連結状態か否かを判断するクラッチ状態判断手段と、
　トランスミッションへの潤滑油供給量が予め設定された供給量に不足しているか否かを
検出する潤滑油量検出手段と、
　ロックアップクラッチが連結状態で、かつ前記潤滑油供給量が予め設定された供給量に
不足している場合は、ロックアップクラッチを非連結状態にするロックアップクラッチ制
御手段と、
を備え、
　前記潤滑油量検出手段は、
　トランスミッションの選択されている変速段を検出する変速段検出手段と、
　車速を検出する車速検出手段と、
　各変速段に対応して設定された最低車速が所定時間続いたか否かを判断する最低車速時
間計測手段と、
を有し、
　前記ロックアップクラッチ制御手段は、前記最低車速が所定時間続いた場合に潤滑油供
給量が不足していると判断してロックアップクラッチを非連結状態にする、
建設機械の潤滑油量制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、潤滑油量制御装置、特に、エンジンからの動力を、ロックアップクラッチ付
トルクコンバータを介してトランスミッションに伝達する建設機械のトランスミッション
潤滑油量を制御する建設機械の潤滑油量制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ホイールローダ、ダンプトラックのような建設機械においては、トランスミッションの
クラッチ制御弁に圧油を供給するとともに、この圧油を、メインリリーフ弁により減圧し
てトルクコンバータに供給するようにしている。そして、トルクコンバータ出口の圧油に
よってトランスミッションの潤滑が行われるようになっている。
【０００３】
　このような構造において、圧油を供給するために、エンジンによって駆動されるオイル
ポンプが用いられる。この圧油供給用のオイルポンプには、廉価な固定容量型のポンプが
一般的に用いられるため、ポンプ吐出量はエンジン回転数によって変化する。
【０００４】
　一方で、トルクコンバータには、燃費改善、動力伝達効率のアップのために、ロックア
ップクラッチが設けられている（例えば特許文献１参照）。このロックアップクラッチは
、連結状態（クラッチオンで、以下、この状態をロックアップ状態と記す）にされること
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により、エンジン側の動力は流体を介することなく直接にトランスミッション側に伝達さ
れ、また非連結状態（クラッチオフで、以下、この状態をトルコン状態と記す）にされる
ことにより、動力は流体を介してトランスミッション側に伝達される。そして、このロッ
クアップクラッチのオン、オフは、基本的に車速によって決められており、車速が低くな
るとロックアップクラッチをオフにしてトルコン状態とし、牽引力を増大させるとともに
エンストを防止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－３２５４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述のように、ロックアップクラッチをオンすると、動力が直接的にトランスミッショ
ンに伝達されるので、燃費改善の観点からは、より車速の低い領域までロックアップ状態
とすることが望ましい。
【０００７】
　しかし、単純にロックアップ領域を低速域まで拡大した場合、潤滑油量が不足する状況
が発生する場合がある。例えば、ホイールローダで、３速（最高速度段）で、積荷状態で
急な上り坂を登坂する場合を想定すると、大きな走行負荷により、アクセルを最大に踏み
込んでいても車速は低下する。このとき、ロックアップ状態のままであると、車速の低下
に伴いエンジン回転数も低下する。したがって、ロックアップ状態が維持される限界付近
の低車速での登坂が長時間続いた場合、ポンプ吐出量が減少して潤滑油量不足が生じるこ
とになる。このような潤滑油量不足はトランスミッションの損傷を引き起こす。
【０００８】
　なお、低速段への変速がなされれば、エンジン回転数が上昇して潤滑油量不足は解消さ
れるが、自動変速（この例の場合は３速から２速への変速）は、ロックアップ状態からト
ルコン状態に切り替わった後に行われるので、特に燃費改善のためにロックアップ状態解
除のための回転数を低く設定している場合は、前述のような潤滑油量不足が生じる。また
、オペレータが自動変速を解除し手動によって３速から２速へ変速を行えばこのような問
題は生じないのであるが、全てのオペレータが適切に変速を行うという保証はない。
【０００９】
　このような問題に対応するために、オイルポンプの容量を大きくすることで低回転時の
油量を確保することが考えられる。しかしながら、オイルポンプが大型化するほどポンプ
ロスが増大するため、これではロックアップ領域拡大によって得られた燃費低減効果が大
幅に目減りしてしまうこととなる。
【００１０】
　本発明の課題は、低速領域におけるロックアップ状態を可能にするとともに、これによ
るトランスミッションの潤滑油量不足を防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１発明に係る建設機械の潤滑油量制御装置は、エンジンの動力をロックアップクラッ
チ付トルクコンバータを介してトランスミッションに伝達する建設機械のトランスミッシ
ョン潤滑油量を制御する装置であって、クラッチ状態判断手段と、潤滑油量検出手段と、
ロックアップクラッチ制御手段と、を備えている。クラッチ状態判断手段はロックアップ
クラッチが連結状態か否かを判断する。潤滑油量検出手段はトランスミッションへの潤滑
油供給量が予め設定された供給量に不足しているか否かを検出する。ロックアップクラッ
チ制御手段は、ロックアップクラッチが連結状態で、かつ潤滑油供給量が予め設定された
供給量に不足している場合は、ロックアップクラッチを非連結状態にする。
【００１２】



(4) JP 5390888 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

　潤滑油量検出手段は、エンジン回転数を検出する回転数検出手段と、エンジン回転数が
所定の限界回転数以下の状態が所定時間続いたか否かを判断する限界回転時間計測手段と
、を有する。限界回転時間計測手段は、トランスミッションの選択されている変速段を検
出する変速段検出手段と、各変速段に対応して設定された限界回転数を記憶する限界回転
数記憶手段と、を有している。また、所定時間続くか否かのしきい値としての限界回転数
は、トランスミッションにおいて選択されている変速段に対応する限界回転数である。そ
して、ロックアップクラッチ制御手段は、限界回転数が所定時間続いた場合に潤滑油供給
量が不足していると判断してロックアップクラッチを非連結状態にする。
【００１３】
　この装置では、ロックアップクラッチの状態、すなわち、ロックアップクラッチが連結
状態か非連結状態が判断され、またトランスミッションへの潤滑油供給量が予め設定され
た供給量に不足しているか否かが検出される。そして、ロックアップクラッチが連結状態
で、かつ潤滑油供給量が予め設定された供給量に不足している場合は、ロックアップ状態
であるべき速度領域においても、強制的にロックアップクラッチが非連結状態に制御され
る。
【００１４】
　ここでは、ロックアップ状態が継続しているときに、潤滑油量が予め設定された油量に
不足している場合は、ロックアップクラッチを非連結状態にして、ロックアップ状態を解
除する。このロックアップ状態に解除によってエンジン負荷が軽くなり、エンジン回転数
はロックアップ状態の場合に比較して高くなる。このため、エンジンによって駆動される
オイルポンプの吐出量が増え、トランスミッションの潤滑に必要な潤滑油供給量が確保さ
れる。
【００１５】
　また、この装置では、エンジン回転数が検出され、エンジン回転数が所定の限界回転数
以下の状態が所定時間続いた場合には、潤滑油が不足していると判断される。エンジン回
転数の検出のためのセンサ等は従来から備えられているので、特別な構成を追加すること
なしに、トランスミッションに供給される潤滑油量を検出することができる。
【００１６】
　さらに、ロックアップクラッチの連結、非連結を切り換えるための回転数は、変速段毎
に設定されている。そこで、限界回転数も変速段毎に変えることにより、より精度の高い
制御を実行することができる。
【００１７】
　第２発明に係る建設機械の潤滑油量制御装置は、第１発明の装置において、潤滑油量検
出手段は、エンジン回転数が限界回転数以下の状態が検出された後で所定時間経過までに
限界回転数を超えた場合に計測時間をリセットするタイマリセット手段をさらに有する。
【００１８】
　この装置では、エンジン回転数が限界回転数以下になったときに、この状態が連続する
ことを検出するために時間を計測するが、この計測中にエンジン回転数が上昇した場合は
、計測時間がリセットされる。
【００１９】
　ここでは、潤滑油不足のおそれがない場合は、むやみにロックアップ状態が解除されな
いので、燃費の向上を図ることができる。
【００２０】
　第３発明に係る建設機械の潤滑油量制御装置は、エンジンの動力をロックアップクラッ
チ付トルクコンバータを介してトランスミッションに伝達する建設機械のトランスミッシ
ョン潤滑油量を制御する装置であって、クラッチ状態判断手段と、潤滑油量検出手段と、
ロックアップクラッチ制御手段と、を備えている。クラッチ状態判断手段はロックアップ
クラッチが連結状態か否かを判断する。潤滑油量検出手段はトランスミッションへの潤滑
油供給量が予め設定された供給量に不足しているか否かを検出する。ロックアップクラッ
チ制御手段は、ロックアップクラッチが連結状態で、かつ潤滑油供給量が予め設定された
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供給量に不足している場合は、ロックアップクラッチを非連結状態にする。
【００２１】
　潤滑油量検出手段は、トランスミッションの選択されている変速段を検出する変速段検
出手段と、各変速段に対応して設定された最低車速が所定時間続いたか否かを判断する最
低車速時間計測手段と、を有する。そして、ロックアップクラッチ制御手段は、最低車速
が所定時間続いた場合に潤滑油供給量が不足していると判断してロックアップクラッチを
非連結状態にする。
【００２２】
　この装置では、トランスミッションの選択されている変速段と車速とが検出される。こ
れらの検出値から、エンジン回転数を演算することができる。そして、各変速段に対応し
て設定された最低車速が所定時間続いた場合には、すなわち、所定回転数以下のエンジン
回転数が所定時間続いた場合には、潤滑油が不足していると判断される。変速段の検出の
ためのセンサや車速を検出するためのセンサは従来から備えられているので、特別な構成
を追加することなしに、トランスミッションに供給される潤滑油量を検出することができ
る。
【発明の効果】
【００２３】
　以上のような本発明では、低速領域におけるロックアップ状態を可能にして燃費の向上
を図りつつ、トランスミッションの潤滑油量不足を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係る建設機械の動力伝達経路概略図。
【図２】前記建設機械の油圧回路及び制御回路図。
【図３】潤滑油量制御のフローチャート。
【図４】本発明の他の実施形態の図３に相当する図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　［全体構成］
　図１に本発明の一実施形態による建設機械の動力伝達経路の概略を示す。この建設機械
は、例えばホイールローダであり、図１に示すように、エンジン１と、エンジン１の動力
が伝達されるトランスミッション２と、エンジン１とトランスミッション２との間に配置
されたトルクコンバータ３と、を備えている。そして、エンジン１には、ギア列４を介し
てオイルポンプ５が連結され、エンジン１の回転によって駆動されて、各部に圧油や潤滑
油が供給されるようになっている。
【００２６】
　トルクコンバータ３は、インペラ、タービン及びステータを有するトルクコンバータ本
体６と、ロックアップクラッチ７とを有している。トルクコンバータ本体６は、エンジン
１からの動力を、流体を介してトランスミッション２に伝達する。このトルクコンバータ
３においては、ロックアップクラッチ７の連結状態（クラッチオン）ではエンジン１から
の動力を直接トランスミッション２に伝達し（ロックアップ状態）、ロックアップクラッ
チ７の非連結状態（クラッチオフ）ではエンジン１からの動力はトルクコンバータ本体６
による流体を介してトランスミッション２に伝達される。
【００２７】
　［油圧回路及び制御回路］
　図２に、図１に示した建設機械の油圧回路及び制御回路の概略を示す。この建設機械は
、オイルポンプ５からの圧油が供給されるトランスミッションコントロールバルブ（以下
、単にコントロールバルブと記す）１０を有している。オイルポンプ５とコントロールバ
ルブ１０との間には第１油路１１が設けられ、この第１油路１１には２つのフィルタ１２
，１３が設けられている。第１油路１１とトルクコンバータ３との間には第２油路１４が
設けられ、この第２油路１４には第１圧力制御弁１５が設けられている。第１圧力制御弁
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１５はこの油圧回路におけるメインの圧油の圧力を制御するものである。また、トルクコ
ンバータ３の出口とトランスミッション２との間には第３油路１６が設けられている。こ
の第３油路１６には、トルクコンバータ３内の圧力を調整するための第２圧力制御弁１７
と、クーラ１８とが配置されている。さらに、トルクコンバータ３の入り口と第３油路１
６との間には第４油路２０が設けられ、この第４油路２０には、トルクコンバータ３への
圧油の圧力を制御するための第３圧力制御弁２１が配置されている。
【００２８】
　また、この建設機械は制御部２５を有している。制御部２５は、ＲＡＭ、ＲＯＭ及びＣ
ＰＵ等を有するマイクロコンピュータで構成されている。この制御部２５には、エンジン
回転数を検出するエンジン回転数センサ２６と、車速を検出する車速センサ２７と、が接
続されている。なお、ロックアップクラッチ７がオンかオフか、あるいはトランスミッシ
ョン２において現在どの変速段が選択されているか、については、制御部２５によって判
断される。
【００２９】
　制御部２５には、各変速段に対応して設定された限界回転数と、限界回転数の許容連続
時間と、が記憶されている。ここで、「限界回転数」とは、エンジン回転数が、ある低い
回転数Ｎ以下で所定時間続いた場合に、ロックアップクラッチ７を強制的にオンするとき
の回転数Ｎである。具体的には、ロックアップクラッチ７がオンでロックアップ状態の時
に、ある車速以下になるとロックアップクラッチ７をオフしてトルコン状態に切り換えら
れるが、限界回転数Ｎはこのトルコン状態に切り換えられる車速に対応する回転数より若
干高い回転数である。そして、「許容連続時間」は、限界回転数がこの許容連続時間を越
えて続く場合に、トランスミッション２の潤滑油量が不足することになる時間であり、各
機種に応じて実験によって決定されている。なお、限界回転数は各変速段によって異なる
が、許容連続時間はすべての変速段において同じ時間である。
【００３０】
　［制御処理］
　図３に潤滑油量の制御処理に関するフローチャートを示す。このフローチャートにした
がって潤滑油量の制御について説明する。
【００３１】
　まず、ステップＳ１では、ロックアップクラッチ７がオンでロックアップ状態であるか
否かを判断する。ロックアップクラッチ７がオフの場合は、この制御処理は実行されない
。
【００３２】
　ロックアップクラッチ７がオンでロックアップ状態の場合は、ステップＳ１からステッ
プＳ２に移行する。ステップＳ２では、トランスミッション２において現在選択されてい
る変速段数の情報を得て、この変装段数から対応する限界回転数Ｎのデータを得る。
【００３３】
　次にステップＳ３では、エンジン回転数が限界回転数Ｎ以下であるか否かを判断する。
例えば、前述の例のように、ホイールローダで、最高速度段の３速で、積荷状態で急な上
り坂を登坂している場合、大きな走行負荷により、アクセルを最大に踏み込んでいても車
速は低下する。したがって、このような状況では、ロックアップ状態のままであると、車
速の低下に伴いエンジン回転数も低下し、限界回転数以下になる場合がある。
【００３４】
　以上のような状況でエンジン回転数が限界回転数Ｎ以下になると、ステップＳ３からス
テップＳ４に移行する。このステップＳ４ではタイマをスタートさせる。すなわち、限界
回転数Ｎ以下のエンジン回転数が連続する時間の計測を開始する。そして、ステップＳ５
では、計測時間Ｔが許容連続時間Ｔ０に到達したか否かを判断する。この計測時間、すな
わち、エンジン回転数が限界回転数Ｎ以下の状況が続く時間が、許容連続時間Ｔ０に到達
するまで、ステップＳ３からステップＳ５を繰り返し実行する。
【００３５】
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　なお、計測時間が許容連続時間Ｔ０に到達するまでにエンジン回転数が限界回転数Ｎを
越えた場合は、ステップＳ３からステップＳ６に移行し、ステップＳ６ではタイマのカウ
ント値をリセットし、ステップＳ３に戻る。
【００３６】
　エンジン回転数が限界回転数Ｎ以下の状況が続く時間が、許容連続時間Ｔ０に到達した
場合は、これ以上ロックアップ状態を継続するとトランスミッション２への潤滑油量が不
足すると判断し、ステップＳ５からステップＳ７に移行する。そして、ステップＳ７では
ロックアップクラッチ７をオフし、ロックアップ状態からトルコン状態に切り換えるとと
もに、タイマをリセットする。この切換によりエンジン負荷が軽くなり、エンジン回転数
は上昇する。すなわち、オイルポンプ５の回転も上昇し、オイルポンプ５の吐出量が増加
する。これにより、トランスミッション２への潤滑油量も増加することになる。
【００３７】
　次にステップＳ８では、ハンチング防止処理を実行する。すなわち、前述のように、ロ
ックアップクラッチ７をオフにするとエンジン回転数は上昇するが、エンジン回転数が上
昇するとロックアップクラッチ７がオンになり、トルコン状態からロックアップ状態に移
行することになる。この場合に、エンジン回転数が急激に高回転から低回転に、あるいは
さらに低回転から高回転に変化すると、トルコン状態とロックアップ状態との間で頻繁に
切換が実行されて、ハンチング現象が生じる。
【００３８】
　そこで、このトルコン状態あるいはロックアップ状態の継続時間が所定時間以下であれ
ばハンチングとみなし、ハンチング回数が所定値を上回った場合は、ロックアップクラッ
チ７をオンにする回転数をずらすような処理を実行する。
【００３９】
　以上のような処理を実行し、ロックアップクラッチ７がオンになってロックアップ状態
に移行した場合は、この図３に示す処理が実行されることになる。
【００４０】
　なお、図示は省略したが、以上のステップＳ２～Ｓ７の実行中には常にロックアップ状
態であるか否かが判断され、他の条件（例えば、車速がトルコンに切り換える値まで低下
するなど）によってロックアップクラッチ７がオフとなった時には、それ以降の処理は中
止されてタイマはリセットされ、ステップ１に戻る。
【００４１】
　［特徴］
　（１）本実施形態では、ロックアップ状態が継続しているときに、エンジン回転数が限
界回転数以下で、かつその状態が所定時間続いた場合には、トランスミッション２への潤
滑油量が不足すると判断してロックアップクラッチ７を強制的にオフし、トルコン状態に
移行する。このため、エンジンの負荷が軽くなってエンジン回転数が上昇し、オイルポン
プ５の吐出量が増加する。したがって、トランスミッション２に十分な潤滑油が供給され
る。
【００４２】
　以上のような潤滑油量制御を行っているので、従来と同様の低回転領域で、あるいは従
来に比較してより低い低回転領域でロックアップクラッチ７をオンしてロックアップ状態
にすることができる。したがって、燃費の向上を図ることができる。
【００４３】
　（２）トランスミッション２への潤滑油量の不足を、エンジン回転数と時間とを計測す
ることによって検出することができるので、従来の建設機械において備えられている構成
で潤滑油量の不足を知ることができ、本実施形態の実現のためのコスト増加を抑えること
ができる。
【００４４】
　（３）限界回転数は、各変速段に対応して設定されているので、より精度の高い制御を
実行することができる。
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【００４５】
　［他の実施形態］
　前記実施形態では、エンジン回転数の検出と、限界回転数以下のエンジン回転が許容連
続時間続くか否かによって、潤滑油量の不足を検出するようにしたが、潤滑油量の不足を
検出するための構成は前記実施形態に限定されない。
【００４６】
　他の実施形態を図４に示す。この図４に示す実施形態は、潤滑油量の検出を、車速及び
所定の車速が連続する時間の計測によって行っている。
【００４７】
　具体的には、ステップＳ１０において、ロックアップ状態であるか否かを判断する。ロ
ックアップクラッチ７がオンでロックアップ状態の場合は、ステップＳ１０からステップ
Ｓ１１に移行する。ステップＳ１１では、トランスミッション２において現在選択されて
いる変速段数の情報を得て、この変装段数から対応する最低車速Ｖのデータを得る。
【００４８】
　ここで、「最低車速」とは、ある変速段数において、この低い車速Ｖが許容連続時間続
いた場合に、ロックアップクラッチ７を強制的にオンするときの車速Ｖである。具体的に
は、ロックアップクラッチ７がオンでロックアップ状態の時に、ある車速以下になるとロ
ックアップクラッチ７をオフしてトルコン状態に切り換えられるが、最低車速Ｖはこのト
ルコン状態に切り換えられる車速より若干高い車速である。そして、「許容連続時間」は
、最低車速Ｖがこの許容連続時間を越えて続く場合に、トランスミッション２の潤滑油量
が不足することになる時間であり、各機種に応じて実験によって決定されている。なお、
最低車速Ｖは各変速段によって異なるが、許容連続時間はすべての変速段において同じ時
間である。
【００４９】
　次にステップＳ１２では、車速が最低車速Ｖ以下であるか否かを判断する。積荷状態で
急な上り坂を登坂しているような場合で、車速が最低車速Ｖ以下になると、ステップＳ１
２からステップＳ１３に移行する。このステップＳ１３ではタイマをスタートさせる。す
なわち、最低車速Ｖ以下の車速が連続する時間の計測を開始する。そして、ステップＳ１
４では、計測時間Ｔが許容連続時間Ｔ１に到達したか否かを判断する。この計測時間、す
なわち、車速が最低車速Ｖ以下の状況が続く時間が、許容連続時間Ｔ１に到達するまで、
ステップＳ１２からステップＳ１４を繰り返し実行する。
【００５０】
　なお、計測時間が許容連続時間Ｔ１に到達するまでに車速が最低車速Ｖを越えた場合は
、ステップＳ１２からステップＳ１５に移行し、ステップＳ１５ではタイマのカウント値
をリセットし、ステップＳ１２に戻る。
【００５１】
　車速が最低車速Ｖ以下である状況が続く時間が、許容連続時間Ｔ１に到達した場合は、
これ以上ロックアップ状態を継続するとトランスミッション２への潤滑油量が不足すると
判断し、ステップＳ１３からステップＳ１６に移行する。そして、ステップＳ１６ではロ
ックアップクラッチ７をオフし、ロックアップ状態からトルコン状態に切り換えるととも
に、タイマをリセットする。この切換によりエンジン負荷が軽くなり、エンジン回転数は
上昇する。すなわち、オイルポンプ５の回転も上昇し、オイルポンプ５の吐出量が増加す
る。これにより、トランスミッション２への潤滑油量も増加することになる。
【００５２】
　ステップＳ１７のハンチング防止処理は、前記実施形態のステップＳ８と同様の処理で
あり、回転数と車速が異なるだけである。
【００５３】
　なお、図示は省略したが、前述の実施形態と同様に、以上のステップＳ１１～Ｓ１６の
実行中には常にロックアップ状態であるか否かが判断され、他の条件（例えば、車速がト
ルコンに切り換える値まで低下するなど）によってロックアップクラッチ７がオフとなっ
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た時には、それ以降の処理は中止されてタイマはリセットされ、ステップ１０に戻る。
【００５４】
　このような実施形態によっても、前記実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００５５】
１　エンジン
２　トランスミッション
３　ロックアップクラッチ付トルクコンバータ
５　オイルポンプ
２５　制御部
２６　エンジン回転数センサ
２７　車速センサ

【図１】 【図２】



(10) JP 5390888 B2 2014.1.15

【図３】 【図４】



(11) JP 5390888 B2 2014.1.15

10

フロントページの続き

    審査官  竹下　和志

(56)参考文献  特開平０７－１８０７６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３００２３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６４－０８３９７１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ１６Ｈ　　６１／１４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

